
甲府市告示第５０５号 

 

甲府駅北口公共施設の管理を指定管理者に行わせるに当たって、甲府市公の施設

に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年６月条例第１６号）第

２条の規定によって指定管理者を公募することを、同条例第１１条の規定により、

次のとおり告示する。 

 

  令和５年１０月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定管理者を公募する施設の概要 

① 市道北口駅前広場線 

（1) ペデストリアンデッキ（本体部) 

・構 造 ：鋼床版箱桁 

・外 寸 ：（Ｗ)３７．０ｍ×（Ｄ)２１．０ｍ×（Ｈ)５．０ｍ 

・地上高：６．２ｍ 

・面 積 ：７７７．０㎡ 

（2) ペデストリアンデッキ（歩道部) 

・構 造 ：鋼床版箱桁、テント膜構造（屋根) 

・延 長 ：（Ｗ＝４．０ｍ)１０３．０ｍ 

（Ｗ＝２．５ｍ) ２１．５ｍ 

（Ｗ＝２．０ｍ) １９．０ｍ 

・階 段 ：４箇所 

（3) エレベーター（ペデストリアンデッキ本体) 

・用 途 ：乗用兼車いす用 

・定 員 等 ：１８人乗り、１，２００kg 

・かご寸法：開口１．４ｍ、奥行２．０ｍ、高さ２．３５ｍ 

・特記仕様：車いす仕様、視覚障がい者仕様、音声案内装置、防犯カメラ等 

（4) エレベーター（武田通り) 



・用 途 ：乗用兼車いす用 

・定 員 等 ：１１人乗り、７５０㎏ 

・かご寸法：開口１．４ｍ、奥行１．３５ｍ、高さ２．３ｍ 

・特記仕様：車いす仕様、視覚障がい者仕様、音声案内装置、防犯カメラ等 

（5) エスカレーター（ペデストリアンデッキ本体) 

・公 称 幅 ：１．０ｍ 

・輸送能力：９，０００人／ｈ 

・監視装置：遠隔監視診断装置用インターフェース付 

・特記仕様：屋外仕様付、自動運転仕様付（光電ポール付)等 

② 市道甲府駅周辺土地区画整理２号線（舞鶴城公園西通り線) 

・延 長 ：約１８５ｍ 

・幅 員 ：約１７ｍ 

③ 市道甲府駅周辺土地区画整理９号線（北口１号線、階段) 

（1) 北口１号線 

・延 長 ：約６０７ｍ 

・幅 員 ：約９～１２ｍ 

（2) 舞鶴跨線橋から歴史公園への階段 

・延 長 ：約８ｍ 

・幅 員 ：約２ｍ 

④ 市道甲府駅周辺土地区画整理１０号線（北口２号線) 

・延 長 ：約１６７ｍ 

・幅 員 ：約８ｍ 

⑤ 市道甲府駅周辺土地区画整理２４号線（武田神社前通り線、北口駅前広場) 

（1) 武田神社前通り線 

・延 長 ：約９２ｍ 

・幅 員 ：約１７ｍ 

（2) 北口駅前広場 

・所 在 地 ：甲府市北口二丁目１７０番１ほか 

・敷地面積：３，６５８㎡ 

・バス乗場：４箇所 



・タクシー乗場：２箇所 

・タクシープール：１５台分 

・他 の 施 設 ：ソーラー時計塔、総合案内板（音声案内装置)、 

バスシェルター等 

⑥ 甲府駅北口第１駐車場（ペデストリアンデッキ本体部下) 

・所 在 地 ：甲府市丸の内一丁目１２番１１ほか 

・敷地面積：３７３㎡ 

・駐車台数：１８台（内１台は障がい者用) 

・駐車料金：（午前７時から午後９時) 

最初の３０分まで無料、その後３０分毎に１５０円 

（午後９時から翌日の午前７時) 

最初の３０分まで無料、その後１時間毎に１００円 

・機器仕様：フラップ式 

⑦ 甲府駅北口第２駐車場（舞鶴跨線橋下) 

・所 在 地 ：甲府市丸の内一丁目５５８番４ 

・敷地面積：５５０㎡ 

・駐車台数：１８台（内１台は障がい者用、２台はマイクロバス用) 

・駐車料金：（午前７時から午後９時) 

最初の３０分まで無料、その後３０分毎に１５０円 

（午後９時から翌日の午前７時) 

最初の３０分まで無料、その後１時間毎に１００円 

・機器仕様：フラップ式 

⑧ 甲府駅北口第１自転車駐車場（愛称名「ふじでん Bicycle Parking」) 

・所 在 地 ：甲府市丸の内一丁目１番１９号 

・構 造 ：鉄骨造２階建（自走式) 

・敷地面積：７８４㎡ 

・延床面積：１，２３７㎡ 

・収容台数：１，０２０台（自転車専用) 

・収容形態：傾斜式自転車ラック 

⑨ 甲府駅北口第２自転車駐車場 



・所 在 地 ：甲府市北口二丁目１７０番９ほか 

・構 造 ：平面（アスファルト舗装) 

・敷地面積：５５２㎡ 

・収容台数：自転車２２４台、原動機付自転車８３台 

・収容形態：傾斜式自転車ラック（自転車用) 

⑩ 甲府駅北口多目的広場（愛称名「アシストエンジニアリングよっちゃばれ

広場」、公衆便所を含む） 

（1) 多目的広場 

・所 在 地 ：甲府市北口二丁目１７１番ほか 

・敷地面積：４，８２７㎡ 

・用 途 ：多目的広場 

・主な施設：ミスト装置、水飲場等 

（2) 公衆便所 

・所 在 地 ：甲府市北口二丁目１７０番１０ 

・総床面積：３９．２㎡ 

（男性用１６．７２㎡、女性用１６．７２㎡、身障者用５．７６㎡) 

・便 器 数 ：大７、小４、手洗い７ 

・そ の 他 ：音声ガイダンス装置 

⑪ 甲府市歴史公園（甲府市歴史公園駐車場を含む） 

（1) 甲府市歴史公園 

・所 在 地 ：甲府市北口二丁目１７０番７ほか 

・敷地面積：６，０３９㎡ 

・主な施設：山手門、山手渡櫓門、展示施設、車いす用エレベーター、 

映像装置、せせらぎ水路 

（2) 甲府市歴史公園駐車場 

・所 在 地 ：甲府市北口二丁目１７０番７ 

・敷地面積：４３７㎡ 

・駐車台数：１５台（内１台は障がい者用) 

・駐車料金：（午前７時から午後９時) 

最初の１時間まで無料、その後３０分毎に１００円 



（午後９時から翌日の午前７時) 

最初の１時間まで無料、その後１時間毎に１００円 

・機器仕様：フラップ式 

⑫ 藤村記念館（多目的広場内) 

・所 在 地 ：甲府市北口二丁目２番１号 

・敷 地 面 積 ：４６０㎡ 

・建 築 面 積 ：１６９㎡ 

・延 床 面 積 ：３５８㎡ 

・構 造 ：木造２階、一部３階建 

・施設の内容：事務室１９．８３㎡、展示室１９．８３㎡、 

交流広場９９．９８㎡、通路２９．７５㎡、 

第１展示室３４．７０㎡、第２展示室（復元教室)８６．７６㎡ 

第３展示室９．９２㎡、収蔵保管室３４．７０㎡、 

ベランダ１９．８３㎡、太鼓楼５．４５㎡ 

・付 帯 設 備 ：電気設備、空調設備、給排水設備、機械警備設備、消火設備 

・指 定 ：国指定重要文化財（建造物)昭和４２年６月１５日指定 

・建築年月日：明治８年１２月４日建築 

２ 指定管理者の主な業務 

（1) 甲府市道に関するもの（上記①～⑤) 

・清掃 

・植栽の管理 

・道路構造物及び附属物の保守、点検 

・自主事業の企画、開催（賑わいの創出等、ペデストリアンデッキに限る) 

・施設の破損、故障等の点検及び道路管理者への報告 

（2) 自動車駐車場に関するもの（上記⑥、⑦、⑪) 

・清掃 

・管理運営 

・駐車場設備の保守点検 

（3) 自転車駐車場に関するもの（上記⑧、⑨) 

・清掃 



・自転車の整理 

・利用者への指導 

・放置自転車の移動、撤去 

（4) 多目的広場及び歴史公園に関するもの（上記⑩～⑪) 

・清掃 

・植栽の管理 

・管理運営 

・自主事業の企画、開催（賑わいの創出等) 

・都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１項又は第３項の許可に

関する業務（都市公園法第７条第１項第６号に規定する仮設工作物で、歴

史公園及び多目的広場の設置目的の範囲内で設けられるものに対する定型

的な許可に係るものに限る）（占用の許可） 

・甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号)第５条第１項及び第

３項の許可に関する業務（制限行為の許可) 

・利用調整 

・来園者対応 

（5) 藤村記念館に関するもの（上記⑫) 

・清掃 

・管理運営 

・自主事業の企画、開催（賑わいの創出等) 

・来館者対応 

３ 指定管理期間 

・令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間) 

４ 募集要項の配布場所及び配布期間 

・配布場所：〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

まちづくり部まちづくり総室総務課（本庁舎８階) 

※甲府市ホームページからもダウンロード可能。 

・配布期間：令和５年１０月２日(月)から令和５年１０月１７日(火) 

午前８時３０分から午後５時００分まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。) 



５ 申請書の提出先及び受付期間 

持参又は書留郵便により、最終日の午後５時００分（必着）までに提出のこと。 

電子メール及びＦＡＸでの提出は、受け付けない。 

・提 出 先 ：〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

まちづくり部まちづくり総室総務課（本庁舎８階) 

・受付期間：令和５年１０月１０日(火)から令和５年１０月３１日(火) 

午前８時３０分から午後５時００分まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。) 

６ 問合せ先 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

まちづくり部まちづくり総室総務課（本庁舎８階) 

電話番号：０５５－２３７－５７９７ 

Ｆ Ａ Ｘ ：０５５－２３０－１０３９ 


